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第１章 総則

（事務の取扱い）

第１ 次に掲げる法律の施行事務の取扱いについては、法、法施行令及び法施

行規則の定めるところによるほか、この事務取扱要領の定めるところによる

こと。

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２７号。以下「援護

法」という。）

(2) 引揚者給付金等支給法（昭和３２年法律第１０９号）

(3) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和３８年法律第６１号）

(4) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第１００ 号）

(5) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法（昭和４１年法律第１０９ 号）

(6) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法（昭和４２年法律第５７号）

（文書の取扱い）

第２ 戦傷病者、戦没者遺族等及びその他の関係者に対する通知、照会等の文

書は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名をつけ、又

は、注釈を加える等適切な方法を講じて記載事項を了解させるように努める

こと。
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２ 戦傷病者、戦没者遺族等及びその他の関係者から請求書、申請書又は届書

等の提出を受けた場合において、その記載事項に軽微な誤りがあったときは、

適宜これを補正させて受理するようにすること。

３ 厚生労働省及び都道府県においては、個人情報を取扱うにあたっては、個

人情報の漏洩等が生じないよう適切なセキュリティを確保し、その保護、管

理に努めること。

第２章 電子計算機処理に関する事項

（電子計算機処理）

第３ 第１に掲げる各法に基づく各種給付の受付、審査、裁定及び支払等の各

業務については、電子計算機処理を行うことができること。

２ 前項の規定により電子計算機処理を行う場合、厚生労働省と請求者の住所

地管轄都道府県及び本籍地管轄都道府県との間の各処理に係る電子データの

授受については、オンライン結合によって行うこと。

３ 都道府県において、前項の規定により電子データの授受を行うことが困難

な場合は、厚生労働省と協議の上、別に定める方法により行うこと。

４ 厚生労働省と財務省会計センター、総務省政策統括官(恩給担当)、日本銀

行、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金

融公庫との間の電子データの授受については、別に定める協定書等に基づき

行うこと。

（データファイルの備付）

第４ 厚生労働省においては、次に掲げるデータファイルを備えること。

(1) 援護年金受給者データファイル

(2) 弔慰金等受給者データファイル

第５ 都道府県においては、国債データファイルを備えること。

（データファイル記録事項）

第６ 第４及び第５に規定するデータファイルに記録すべき事項は別に定める

こと。

第３章 援護法関係

第１節 審査又は受給者管理に関する事項

（請求書等の経由）
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第７ 請求者等（請求者及び申請者をいう。以下同じ。）の住所地を管轄する都

道府県（以下「住所地管轄都道府県」という。）においては、市町村長（特別

区及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指

定都市にあっては区長又は総合区長。以下同じ。）から援護年金（障害年金、

障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び遺族一時金をいう。以下同じ。）又は

弔慰金に関する請求書等（未支給年金等支給請求書を除く請求書及び申請書

をいう。以下同じ。）の送付を受けたときは、次の手続をとること。ただし、

請求書に添付された申請書については、この限りでないこと。

(1) 請求書等の受付を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備

を行うこと。

(3) 戦傷病者等の負傷若しくは疾病又は戦没者等と請求者等の身分関係等に

つき裁定等に必要な調査を行うこと。

(4) 準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書等（額改定請求書

及び申請書を除く。）にあっては、第８(4)に定める手続をとること。

(5) 請求書等に送付状及び調査報告書（額改定請求書及び申請書を除く。）を

添付して遺族年金、遺族給与金、弔慰金若しくは遺族一時金又は軍人軍属

に係る障害年金若しくは障害一時金に関する請求書等にあっては次に掲げ

る都道府県（以下「本籍地管轄都道府県」という。）に、準軍属に係る障害

年金又は障害一時金に関する請求書にあっては厚生労働省に送付すること｡

ただし、本籍地管轄都道府県が請求者等の住所地管轄都道府県と同一であ

る場合には､ 遺族年金、遺族給与金、弔慰金若しくは遺族一時金又は軍人

軍属に係る障害年金若しくは障害一時金に関する請求書について、第８

(3)から(5)までに定める手続をとること。

ア 軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書にあっては、

障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における

本籍地を管轄する都道府県（本籍地が樺太及び千島列島の場合にあって

は北海道を、朝鮮及び台湾出身者の場合にあっては福岡県をいう。イに

おいて同じ。）

イ 遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金に関する請求書等にあ

っては、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府

県。ただし、被徴用者及び総動員業務協力者（満洲学徒、戦地、事変地
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及び内地の軍属、船舶運営会の船員、船員徴用令、戦時海運管理令又は

船員動員令によって徴用された者並びに外地において総動員業務に従事

していた者を除く。）並びに国民義勇隊員に関する請求書等については、

その者の死亡の原因となった負傷又は疾病の生じた当時その者が配置さ

れ、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県。

第８ 本籍地管轄都道府県においては、第７(5)により請求書等の送付を受けた

とき又は外国に住所を有する請求者等から遺族年金、遺族給与金、弔慰金若

しくは遺族一時金又は軍人軍属に係る障害年金若しくは障害一時金の請求書

等の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備

を行うこと。

(3) 戦傷病者等又は死亡した者の身分及び負傷若しくは疾病又は死亡の原因

につき保管している資料と照合する等裁定等に必要な調査を行うこと。

(4) 援護年金又は弔慰金に関する請求書等（額改定請求書及び申請書を除

く。）にあっては、戦傷病者戦没者遺族等援護法等による裁定（進達）状況

確認書を添付すること。

(5) 請求書等に送付状及び調査報告書を添付して、厚生労働省に送付すること。

（年金等の審査及び裁定）

第９ 厚生労働省においては、第７(5)若しくは第８(5)により請求書等の送付

を受けたとき又は外国に住所を有する請求者から準軍属に係る障害年金若し

くは障害一時金の請求書の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備

を行うこと。

(3) 請求書等の内容を審査し、不備があるときは、経由機関に照会する等整

備のための適切な方法をとること。

(4) 支払方法について必要な確認を行うこと。

(5) 医学審査等裁定等に必要な調査を行うこと。

(6) 援護法第４条第１項若しくは第２項ただし書、第７条第２項、第５項、

第７項、第９項若しくは第１２項、第８条の３第１項、第１０条第３項、

第１３条第１項若しくは第２項、第１４条第２項、第２４条第３項（第３
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５条第２項において準用する場合を含む。）、第２９条第２項、第３１条第

２項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律（昭和３０年法

律第１４４号）附則第１１項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改

正する法律（昭和４１年法律第１０８号）附則第５条、附則第６条第１項

若しくは第２項、附則第７条若しくは第８条第１項若しくは第２項、戦傷

病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律（昭和４５年法律第２７

号）附則第５条第１項ただし書、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を

改正する法律（昭和４６年法律第５１号）附則第７条第１項ただし書又は

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律（昭和３１年法律第１

７７号）第２条第２項の規定により援護審査会の議決を要するものについ

ては、援護審査会の議に付すこと。

(7) 請求者等（請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。）が年金（障害

年金、遺族年金及び遺族給与金をいう。以下同じ。）を受ける権利を有す

るものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書、障害年金裁定通知

書、遺族年金裁定通知書又は遺族給与金裁定通知書を請求者等に送付す

ること。ただし、請求者等が相続人の場合にあっては、障害年金証書、

遺族年金証書及び遺族給与金証書（以下「証書」という。）は送付しない。

ウ 援護法第１２条、同法附則第６項ただし書後段若しくは第８項後段の

規定により援護年金の額から既に受けた傷病賜金、障害一時金、増加恩

給、障害年金若しくは遺族年金の額に相当する額の全部若しくは一部を

控除したとき、同法第２９条の２の規定により留守家族手当等又は特別

手当が支給されていた期間に係る遺族年金若しくは遺族給与金を支給し

ないこととしたとき又は援護法第１５条の２、第３２条の２、第３２条

の３又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律（昭和３０

年法律第１４４号）附則第１４項の規定により援護年金を他の法令によ

る給付と調整したときは、その旨裁定通知書の留意事項欄に明記し、請

求者等に送付すること。

(8) 請求者等（請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。）が障害一時金

又は遺族一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、次の手続を

とること。
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ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 障害一時金裁定通知書又は遺族一時金裁定通知書を請求者等に送付す

ること。

(9) 請求者等（請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。）が弔慰金を受

ける権利を有するものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 弔慰金裁定通知書及び氏名等届出書（又は印鑑票）に送付状及び送付

連名簿を添付して請求者等（受領代理人がある場合は受領代理人をい

う。）の住所地を管轄する都道府県に送付すること。

(10) 年金の額を改定するものとしたときは、次の手続をとること。

ア 額改定入力を行うこと。

イ 額改定通知書（障害年金額改定通知書、遺族年金額改定通知書及び遺

族給与金額改定通知書をいう。以下同じ。）を請求者等に送付すること。

ウ 障害程度の増進による場合にあっては、イの額改定通知書とともに証

書を請求者（受給権が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融

公庫（以下「公庫」という。）に担保に供されている場合に係る証書にあ

っては、公庫とする。）に送付すること。

(11) 請求等を却下するものとしたときは、次の手続をとること。

ア 却下裁定入力を行うこと。

イ 却下通知書（弔慰金を除く。）を請求者等に送付すること。

ウ 弔慰金の却下通知書を請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。

なお、この場合、弔慰金の却下通知書に都道府県知事宛ての送付状及び

送付連名簿を添付すること。

第９の２ 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第９(9)イにより弔慰金

裁定通知書及び氏名等届出書（又は印鑑票）の送付を受けたときは、次の手

続をとること。

(1) 弔慰金裁定通知書を市町村長を経由して請求者等に送付すること。なお、

この場合、裁定通知書に市町村長宛ての送付状及び送付連名簿を添付する

こと。

(2) 氏名等届出書（又は印鑑票）に送付状及び送付連名簿を添付して請求者

等の住所地を管轄する財務局長（当該住所地が、外国であるときは関東財

務局長とし、福岡財務支局の管轄区域（財務事務所の管轄区域を除く。）内
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であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは

当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であると

きは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総

合事務局長とする。以下同じ。）に送付すること。

(3) 市町村長等が国債の代理受領を行う場合にあっては、(1)及び(2)によら

ず裁定通知書に送付状及び送付連名簿を添付して市町村長等に、氏名等届

出書（又は印鑑票）に送付状及び送付連名簿を添付して市町村長等の住所

地を管轄する財務局長に送付し、市町村長等に対し、国債の代理受領後、

国債とともに裁定通知書を請求者等に交付するよう依頼すること。

２ 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第９(11)ウにより弔慰金の却

下通知書の送付を受けたときは、却下通知書を市町村長を経由して請求者等

に送付すること。なお、この場合、却下通知書に市町村長宛ての送付状及び

送付連名簿を添付すること。

（額の改定）

第１０ 厚生労働省においては、受給者から（受給者であった者を含む。以下

同じ。）「障害程度低下、扶養親族減少届」、又は「他の法令による給付の失権、

額の改定に関する届」の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 届書の受付を行うこと。

(2) 届書に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行

うこと。

(3) 年金の額を改定するものとしたとき（障害程度の低下により障害年金の

額を改定するものとしたときを除く。）は、額改定入力を行い、額改定通

知書を受給者に送付すること。

(4) 受給者の障害程度の低下により障害年金の額を改定すべきものと認めた

ときは、次の手続をとること。

ア 援護審査会の議に付すこと。

イ 額を改定するものとしたときは、次の手続をとること。

(ｱ) 額改定入力を行うこと。

(ｲ) 額改定通知書及び証書を受給者（受給権が公庫に担保に供されてい

る場合に係る証書にあっては、公庫とする。）に送付すること。

(5) 年金の額を改定しないときは、その旨を受給者に通知すること。

２ 厚生労働省においては、受給者からの届書の送付を受けることなくして
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年金の額の改定（法令の改正による場合を除く。）を行うときは、前項(3)及

び(4)に定める手続をとること。

（未支給年金等の支給）

第１０の２ 厚生労働省においては、相続人から未支給年金等支給請求書の送

付を受けたときは、次の手続きをとること。

(1) 請求書の受付を行うこと。

(2) 請求書に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を

行うこと。

(3) 支払方法について必要な確認を行うこと。

(4) 請求者に未支給年金等を支給するものとしたときは、未支給年金等支給

入力を行い、未支給年金等支給通知書を請求者に送付すること。

(5) 請求を却下するものとしたときは、その旨を請求者に通知すること。

（支給停止）

第１１ 厚生労働省においては、受給者が支給停止事由に該当する場合は、支

給停止開始入力を行い、支給停止通知書を受給者に送付すること。

２ 厚生労働省においては、受給者が支給停止終了事由に該当する場合は、支

給停止終了入力を行い、支給停止終了通知書を受給者に送付すること。

（失権）

第１２ 厚生労働省においては、受給者又は戸籍法(昭和２２年法律第２２４

号)の規定による死亡の届出義務者から失権届の送付を受けたときは、次の手

続をとること。

(1) 届書の受付を行うこと。

(2) 届書に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行

うこと。

(3) 受給者が援護法第３１条第２項の規定に該当する場合にあっては、援護

審査会の議に付すこと。

(4) 住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）に

より受給者の死亡失権情報を受けたもの以外で、受給者が死亡により年金

を受ける権利を失ったものと認めたときは、失権入力を行うこと。

(5) 援護法第３１条第１項に該当する場合を除き、受給者が年金を受ける権

利を失ったものと認めたとき又は受給者の年金を受ける権利を失わせるも

のとしたときは、失権入力を行い、失権通知書を受給者に送付すること。
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(6) 受給者が年金を受ける権利を失わないものと認めたとき又は受給者の年

金を受ける権利を失わせないものとしたときは、その旨を受給者に通知し、

証書を返還すること。

２ 厚生労働省においては、受給者の障害程度の低下により援護法第１４条

第１項第３号の認定をすべきものと認めたときは、次の手続をとること。

(1) 援護審査会の議に付すこと。

(2) 援護法第１４条第１項第３号の認定をしたときは、失権入力を行い、失

権通知書を受給者であった者に送付すること。

３ 厚生労働省においては、前２項の場合を除き、受給者が年金を受ける権利

を失ったものと認めたときは、失権入力を行い、失権通知書を受給者に送付

すること。

４ 厚生労働省においては、第１項の場合を除き、受給者が援護法第３１条

第２項の規定に該当する場合にあっては、次の手続をとること。

(1) 援護審査会の議に付すこと。

(2) 受給者の年金を受ける権利を失わせるものとしたときは、失権入力を行

い、失権通知書を受給者に送付すること。

（受給権調査）

第１３ 厚生労働省においては、必要があると認めるときは受給者に対し受給

権調査を行うこと。

２ 厚生労働省においては、外国に住所を有する受給者から氏名、年金証書番

号等を記載した書類及び在留証明書又は住所地の公的機関が受給者の現住所

を証明した書類（以下「届出書類」という。）の送付を受けたときは、次の手

続をとること。

(1) 届出書類の受付を行うこと。

(2) 届出書類に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備

を行うこと。

(3) 失権又は額改定の事由に該当している旨の届を行った者について受給権

の有無及びその内容について確認を行い、失権の場合にあっては、第１２

第１項(3)、(4)及び(5)に定める手続を、額改定の場合にあっては、第１０

第１項(3)及び(4)に定める手続をとること。

(4) 受給者から厚生労働大臣の定める期月までに届出書類の送付がない場合

であって、支給を差し止めるものとしたときは、支給差止通知書を受給者
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に送付すること。

(5) 支給の差止めを解除するものとしたときは、支給差止解除入力を行うこ

と。

（管理情報の変更）

第１４ 厚生労働省においては、受給者から氏名、住所、支払方法等に関する

変更の届出及び受領代理人に関する届の送付を受けたときは、次の手続をと

ること。

(1) 届書の受付を行うこと。

(2) 届書に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備を行

うこと。

(3) 個人情報管理入力を行い、氏名及び生年月日の変更の場合にあっては、

証書を受給者（受給権が公庫に担保に供されている場合にあっては、公庫

とする。）に送付すること。

２ 厚生労働省においては、住基ネットにより受給者の住所変更の情報を受け

たときは、住所変更処理を行うこと。

（法令の改正による額の改定）

第１５ 厚生労働省においては、法令の改正により年金の額が改定された場合

は、次の手続をとること。ただし、額の改定がない場合は前年と同額の年額

を記載した支給通知書を受給者に送付すること。

(1) 改正後の年金の額を入力すること。

(2) 年額改定通知書を受給者に送付すること。

（処分の取消し）

第１６ 厚生労働省においては、援護年金又は弔慰金の可決裁定、額改定、未

支給年金等支給、却下、支給停止、支給停止終了又は失権を取り消すものと

したときは、次の手続をとること。

(1) 裁定取消通知書、額改定取消通知書、未支給年金等支給取消通知書、却

下取消通知書、支給停止取消通知書、支給停止終了取消通知書又は失権取

消通知書を請求者等又は受給者に送付すること。

(2) 障害の程度の増進若しくは低下による額改定の取消しの場合又は失権の

取消しの場合にあっては証書を請求者（受給権が公庫に担保に供されてい

る場合にあっては、公庫とする。）に送付すること。

（公庫への通知）
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第１７ 厚生労働省においては、受給権が公庫に担保に供されている年金につ

いて、額の改定又はその取消しが行われたときは、額改定通知書又は取消通

知書の写し等に送付状を添付して公庫に送付すること。

２ 厚生労働省においては、受給権が公庫に担保に供されている年金について、

可決裁定の取消し、支給停止、支給停止終了若しくは失権若しくはこれらの

取消し若しくは支給差止めが行われたとき又は受給者の氏名若しくは住所の

変更若しくは受領の法定代理人の設定、変更若しくは廃止が行われたときは、

公庫に担保権設定者氏名住所等変更一覧表に送付状を添付して送付すること。

第２節 支払いに関する事項

（支払い）

第１８ 厚生労働省においては、援護年金の支払いは、支出官事務規程（昭和

２２年大蔵省令第９４号）及び関係機関との間で定める協定等に基づき行う

こと。

（支払方法等の変更）

第１９ 厚生労働省においては、受給者から援護年金振込先口座申出書等によ

り、支払方法や支払金融機関の変更の申出を受けたときは、次の手続をとる

こと。

(1) 申出書等の受付を行うこと。

(2) 支払方法等の変更入力を行うこと。

（担保権の設定及び消滅）

第２０ 厚生労働省においては、公庫から担保権設定の届が送付されたときは、

担保権設定入力を行うこと。

２ 厚生労働省においては、公庫から担保権消滅の届が送付されたときは、担

保権消滅入力を行うこと。

（時効の完成）

第２１ 厚生労働省においては、５年を経過してもなお支払いが終わっていな

い年金があるときは、時効完成入力を行うこと。

（充当）

第２２ 厚生労働省においては、充当を行う必要がある時は、別に定める手続

をとること。

（債権の管理等）
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第２３ 厚生労働省においては、援護年金の過誤払金の発生を確認したときは、

別に定める手続をとること。

第３節 国債発行請求に関する事項

（国債発行請求）

第２４ 厚生労働省においては、弔慰金の可決裁定又はその取消しを行ったと

きは、国債発行請求書又は国債発行取消請求書に国債発行請求内訳書及び国

債発行請求集計一覧表を添付して財務大臣に送付すること。

第４節 審査請求に関する事項

（審査請求）

第２５ 厚生労働省においては、審査請求人から援護年金又は弔慰金に関する

審査請求書の送付を受けた時は、援護法及び行政不服審査法(平成２６年法律

第６８号)に基づき適切に対応を行うこと。

２ 都道府県及び市区町村においては、「「行政不服審査法及び行政不服審査法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴う留意点につい

て」（平成２８年３月３１日付社援援発第０３３１第１号厚生労働省社会・

援護局援護・業務課長通知）に基づき対応を行うこと。

第２６ 厚生労働省においては、審査請求を認容したときは、次の手続きをと

ること。

(1) 援護年金又は弔慰金に係る処分(取消処分を除く。以下同じ。)の取り消

しをしたときは、第１６の手続きをとること。

(2) 援護年金に係る却下裁定を可決裁定に変更したときは、第９(4)及び(7)

又は(8)の手続をとること。

(3) 援護年金に係る可決裁定を異なる可決裁定に変更したときは、第９(7)イ

及びウ又は(8)イの手続をとること。

(4) 弔慰金の却下裁定を可決裁定に変更したときは、第９(9)の手続をとるこ

と。

(5) 弔慰金の可決裁定を異なる可決裁定に変更したときは、第９(9)の手続を

とること。

(6) 援護年金に係る額改定請求の却下を額改定に変更したとき又は額改定を

異なる額改定に変更したときは、第９(10)の手続をとること。
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(7) 遺族年金、遺族給与金順位変更申請の却下を額改定に変更したときは第

９(10)の手続をとること。

(8) 未支給年金等請求の却下を支給に変更したときは、第１０の２(3)及び

(4)の手続をとること。

第４章 特別給付金支給法等関係

（請求書等の経由）

第２７ 請求者等の住所地管轄都道府県（受領代理人がある場合は受領代理

人）においては、市町村長から引揚者給付金、遺族給付金、戦没者等の妻に

対する特別給付金、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦傷病者等の妻に

対する特別給付金又は戦没者の父母等に対する特別給付金（以下それぞれ

「戦没者妻特別給付金」、「特別弔慰金」、「戦傷病者妻特別給付金」又は「戦

没者父母特別給付金」という。）に関する請求書等（請求書及び遺族給付金、

特別弔慰金又は戦没者父母特別給付金に関する支給順位変更申請書（以下

「支給順位変更申請書」という。）をいう。以下同じ。）の送付を受けたとき

は、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うとともに、受付入力を行うこと。

(2) 次表の第１欄に掲げる給付に関する請求書等であって、第２欄に掲げる

身分の者に係るものにあっては、進達入力を行い、送付状及び送付連名簿

を添付して第３欄に掲げる都道府県（以下「裁定都道府県」という。）又は

厚生労働省に送付すること。ただし、裁定都道府県が請求者等の住所地管

轄都道府県と同一である場合には、第２８(3)から(8)までの手続をとるこ

と。

第１欄 第２欄 第３欄

戦没者妻特別給 被徴用者及び総動員業 その者の死亡の原因となった負

付金 務協力者（満洲学徒、 傷又は疾病の生じた当時その者

戦地、事変地及び内地 が配置され、又は出動していた

特別弔慰金 軍属、船舶運営会の船 工場、事業場等の所在地の都道

員、船員徴用令、戦時 府県(当該所在地が､歯舞群島、

戦没者父母特別 海運管理令又は船員動 色丹島、択捉島及び国後島並び
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給付金 員令によって徴用され に樺太及び千島列島にある場合

た者並びに外地におい は北海道、朝鮮及び台湾にある

て総動員業務に従事し 場合は厚生労働省とする。）

ていた者を除く。）及

び国民義勇隊員

その他 死亡した者が除籍された当時に

おける本籍地の都道府県（当該

本籍地（除籍されていない場合

は 、 死 亡 当 時 の 本 籍 地 と す

る。）が歯舞群島、色丹島、択

捉島及び国後島並びに樺太及び

千島列島にある場合は北海道、

朝鮮及び台湾にある場合は厚生

労働省とする。）

戦傷病者妻特別 準軍属（基準日におけ 初めて障害年金又は障害一時金

給付金 る旧令共済障害年金受 を請求した当時における居住地

給者を除く。） の都道府県

その他 戦傷病者等が退職した当時にお

ける本籍地の都道府県（当該本

籍地が歯舞群島、色丹島、択捉

島及び国後島並びに樺太及び千

島列島にある場合は北海道、朝

鮮及び台湾にある場合は厚生労

働省とする。）

(3) 次表の第１欄に掲げる給付に関する請求書等であって、第２欄に掲げる

本籍地が第３欄に掲げる地域にあった者に係るものは、進達入力を行い、

送付状及び送付連名簿を添付して、第４欄に掲げる都道府県（以下「裁定
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都道府県」という。）に送付すること。ただし、裁定都道府県が請求者等の

住所地管轄都道府県と同一である場合には、第２８(3)から(8)までの手続

をとること。

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄

引揚者給付金 引揚者の昭和２０年 本邦（歯舞群島、色丹 当該本籍地

８月１５日における 島、択捉島及び国後島 の都道府県

本籍地 を除く。）

歯舞群島、色丹島、択

捉島及び国後島並びに 北海道

樺太及び千島列島

遺族給付金 死亡した者が除籍さ 本邦（歯舞群島、色丹 当該本籍地

れた当時における本 島、択捉島及び国後島 の都道府県

籍地 を除く。）

死亡した者が除籍さ 歯舞群島、色丹島、択

れた当時における本 捉島及び国後島並びに 北海道

籍地 樺太及び千島列島

除籍されていない場

合の死亡時における

本籍地

(4) 引揚者給付金に関する請求書であって、昭和２０年８月１５日における

本籍地が朝鮮又は台湾にあった引揚者に係るもの又は遺族給付金に関する

請求書等であって除籍された当時における本籍地が朝鮮又は台湾にあった

死亡者に係るものにあっては、第２８(3)から(8)までの手続をとること。

（特別給付金等の審査及び裁定）

第２８ 裁定都道府県においては、第２７(2)又は(3)により請求書等の送付を

受けたときは、次の手続をとること。
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(1) 請求書等の受付を行うとともに、受付入力を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備

を行うこと。

(3) 請求書等の内容を審査し、不備があるときは、経由機関に照会する等整

備のための適切な方法をとること。

(4) 裁定（認定を含む。以下同じ。）等に必要な調査を行うこと。

(5) 請求書に支給順位変更申請書が添付されているときは、請求書等を厚生

労働省に送付すること。

(6) 請求者等（請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。）が特別給付金

等（引揚者給付金、遺族給付金、戦没者妻特別給付金、特別弔慰金、戦傷

病者妻特別給付金及び戦没者父母特別給付金をいう。以下同じ。）を受け

る権利を有するものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 裁定通知書（引揚者給付金及び遺族給付金にあっては認定通知書とす

る。以下同じ。）及び氏名等届出書（又は印鑑票）に送付状及び送付連名

簿を添付して請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。ただし、

裁定都道府県が請求者等の住所地管轄都道府県と同一である場合には、

第２９第１項の手続をとること。

ウ 厚生労働省に裁定報告書を送付し、裁定の報告をすること。

(7) 請求者等（請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。）が特別給付金

等を受ける権利を有しないものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 却下裁定入力を行うこと。

イ 却下通知書に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地管轄

都道府県に送付すること。ただし、裁定都道府県が請求者等の住所地管

轄都道府県と同一である場合には、第２９第２項の手続をとること。

(8) 第３０第２項(3)又は(4)により厚生労働省から請求書及び支給順位変更

認定通知書等が送付されたときは、(6)又は(7)の手続をとることとし、支

給順位変更認定通知書等は裁定通知書等に添付すること。

第２９ 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第２８(6)イ又は第３０

(5)イにより裁定通知書及び氏名等届出書（又は印鑑票）（※）の送付を受け

たときは、次の手続をとること。

（※）令和５年度以降に新規発行する国債に係る請求については、住所地管
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轄都道府県において、請求書の内容に基づき氏名等届出書を作成すること。

(1) 裁定通知書を市町村長を経由して請求者等に送付すること。なお、この

場合、裁定通知書に市町村長宛ての送付状及び送付連名簿を添付すること。

(2) 氏名等届出書（又は印鑑票）に送付状及び送付連名簿を添付して請求者

等の住所地を管轄する財務局長（当該住所地が、外国であるときは関東財

務局長とし、戦没者父母特別給付金にあっては、福岡財務支局の管轄区域

内にあるときは福岡財務支局長とし、引揚者給付金、遺族給付金、戦没者

妻特別給付金、特別弔慰金及び戦傷病者妻特別給付金にあっては、福岡財

務支局の管轄区域（財務事務所の管轄区域を除く。）内であるときは福岡

財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長

とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長

とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。

以下同じ。）に送付すること。

(3) 市町村長等が国債の代理受領を行う場合にあっては、(1)及び(2)によら

ず裁定通知書に送付状及び送付連名簿を添付して市町村長等に、氏名等届

出書（又は印鑑票）に送付状及び送付連名簿を添付して市町村長等の住所

地を管轄する財務局長に送付し、市町村長等に対し、国債の代理受領後、

国債とともに裁定通知書を請求者等に交付するよう依頼すること。

２ 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第２８(7)イ又は第３０(6)イ

により却下通知書の送付を受けたときは、却下通知書を市町村長を経由して

請求者等に送付すること。なお、この場合、却下通知書に市町村長宛ての送

付状及び送付連名簿を添付すること。

３ 請求者等の住所地管轄都道府県においては、第３１(2)及び第３２(2)によ

り裁定取消通知書又は却下取消通知書の送付を受けたときは、裁定取消通知

書又は却下取消通知書を市町村長を経由して請求者等に送付すること。なお、

この場合、裁定取消通知書又は却下取消通知書に市町村長宛ての送付状及び

送付連名簿を添付すること。

第３０ 厚生労働省においては、第２７(2)により請求書等の送付を受けたとき

は、次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うとともに、受付入力を行うこと。

(2) 請求書等に不備がないかどうかを確かめ、不備があるときは必要な整備

を行うこと。
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(3) 請求書等の内容を審査し、不備があるときは、経由機関に照会する等整

備のための適切な方法をとること。

(4) 裁定等に必要な調査を行うこと。

(5) 請求者等（請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。）が特別給付金

等を受ける権利を有するものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 可決裁定入力を行うこと。

イ 裁定通知書及び氏名等届出書（又は印鑑票）に送付状及び送付連名簿

を添付して請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。

(6) 請求者等（請求者等が相続人の場合は被相続人をいう。）が特別給付金

等を受ける権利を有しないものと裁定したときは、次の手続をとること。

ア 却下裁定入力を行うこと。

イ 却下通知書に送付状及び送付連名簿を添付して請求者等の住所地管轄

都道府県に送付すること。

２ 厚生労働省においては、第２８(5)により請求書等の送付を受けたときは、

次の手続をとること。

(1) 請求書等の受付を行うこと。

(2) 請求書等の内容を審査し、経由機関に照会する等支給順位の変更に必要

な調査を行うこと。

(3) 支給順位の変更を認めるときは認定通知書を作成し、裁定都道府県に送

付すること。

(4) 支給順位の変更を認めないときは、却下通知書を作成し、裁定都道府県

に送付すること。

（特別給付金等の裁定取消し）

第３１ 裁定都道府県においては、特別給付金等の裁定を取り消すものとした

ときは、次の手続をとること。

(1) 取消入力を行うこと。

(2) 裁定取消通知書又は却下取消通知書に送付状及び送付連名簿を添付して

請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。ただし、裁定都道府県が

請求者等の住所地管轄都道府県と同一の場合には、第２９第３項の手続を

とること。

(3) 特別給付金等の可決裁定を取り消すものとした場合には、厚生労働省に

裁定取消報告書を送付し、裁定取消の報告をすること。
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第３２ 厚生労働省においては、特別給付金等の裁定を取り消すものとしたと

きは、次の手続をとること。

(1) 取消入力を行うこと。

(2) 裁定取消通知書又は却下取消通知書に送付状及び送付連名簿を添付して

請求者等の住所地管轄都道府県に送付すること。

（国債発行請求）

第３３ 厚生労働省においては、特別給付金等の可決裁定、可決裁定の処分変

更若しくは可決裁定の取消しを行ったとき又は第２８(6)ウ又は第３１(3)に

より裁定報告書若しくは裁定取消報告書の送付を受けたときは、国債発行請

求書又は国債発行取消請求書に国債発行請求内訳書及び国債発行請求集計一

覧表を添付して財務大臣に送付すること。

（審査請求）

第３４ 第２５各項の規定は、特別給付金等に関する審査請求について準用す

る。この場合、第２５第１項中「援護法」の字句は、「引揚者給付金等支給法、

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者等の遺族に対する特別弔慰

金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対

する特別給付金支給法」に読み替える。

第３５ 裁定都道府県においては、第３４により審査請求が認容され、厚生労

働省より認容の裁決書の謄本の送付を受けたときは、裁決の趣旨に従い、次

の手続をとること。

(1) 裁決により却下裁定が取り消され新たに可決裁定を行うものとしたとき

は、第３１(1)及び(2)の手続をとるとともに、第２８(6)の手続をとるこ

と。

(2) 裁決により可決裁定が取り消され新たに異なる可決裁定を行うものとし

たときは、第３１(1)及び(2)の手続きの手続をとるとともに、第２８(6)

の手続をとること。

第３６ 審査請求人の住所地管轄都道府県においては、第３５により裁定取消

通知書又は却下取消通知書及び裁定通知書の送付を受けたときは、第２９第

１項及び第３項の手続をとること。

第５章 雑則

（証書等の記号及び番号）
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第３７ 証書、裁定通知書（障害年金裁定通知書、障害一時金裁定通知書、遺

族年金裁定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族一時金裁定通知書、弔慰金

裁定通知書及び特別給付金等の裁定通知書をいう。以下この章において同

じ。）、額改定通知書(障害年金額改定通知書、遺族年金額改定通知書、遺族給

与金年額改定通知書をいう。以下この章において同じ。）、年額改定通知書、

支給通知書、未支給年金等支給通知書、却下通知書、支給停止通知書、支給

停止終了通知書、失権通知書、支給差止通知書及び取消通知書には、記号及

び番号を付すること。

２ 証書の記号は次により区別し、番号は、記号ごとに一連番号とすること。

区 分 記号

障害年金 給ア

遺族年金 給イ

遺族給与金 給ウ

３ 通知書の記号は、次によりこれを区別するものとし、その記載は、裁定機

関の別、給付の種別、通知書の種別の順とし、番号は、記号ごとに一連番号

とすること。

(1) 裁定機関の別

区 分 記号 区 分 記号 区 分 記号

厚生労働大臣 厚 石川県知事 石 広島県知事 広

北海道知事 北 福井県知事 井 山口県知事 山

青森県知事 青 山梨県知事 梨 徳島県知事 徳

岩手県知事 岩 長野県知事 長 香川県知事 香

宮城県知事 城 岐阜県知事 岐 愛媛県知事 媛

秋田県知事 秋 静岡県知事 静 高知県知事 高

山形県知事 形 愛知県知事 愛 福岡県知事 福

福島県知事 島 三重県知事 三 佐賀県知事 佐

茨城県知事 茨 滋賀県知事 滋 長崎県知事 崎
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栃木県知事 栃 京都府知事 京 熊本県知事 熊

群馬県知事 群 大阪府知事 阪 大分県知事 分

埼玉県知事 玉 兵庫県知事 兵 宮崎県知事 宮

千葉県知事 千 奈良県知事 奈 鹿児島県知事 鹿

東京都知事 東 和歌山県知事 和 沖縄県知事 沖

神奈川県知事 神 鳥取県知事 鳥

新潟県知事 新 島根県知事 根

富山県知事 富 岡山県知事 岡

(2) 給付の種別

区 分 記号

障害年金 障年

遺族年金 遺年

遺族給与金 遺給

障害一時金 障一

遺族一時金 遺一

弔慰金 弔慰

引揚者給付金 引給

戦没者等の妻に対する特別給付金（特別給付金国庫債券） 特Ａ

戦没者等の妻に対する特別給付金（第四回特別給付金国庫債券） 特Ｂ

戦没者等の妻に対する特別給付金（第十回特別給付金国庫債券） 特Ｃ

戦没者等の妻に対する特別給付金（第十七回特別給付金国庫債券） 特Ｄ

戦没者等の妻に対する特別給付金（第二十二回特別給付金国庫債券） 特Ｅ

戦没者等の妻に対する特別給付金（第二十七回特別給付金国庫債券) 特Ｆ

戦没者等の妻に対する特別給付金（第三十回特別給付金国庫債券） 特Ｇ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（特別弔慰金国庫債券） 弔Ａ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第二回特別弔慰金国庫債券） 弔Ｂ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第三回特別弔慰金国庫債券） 弔Ｃ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第四回特別弔慰金国庫債券） 弔Ｄ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第五回特別弔慰金国庫債券） 弔Ｅ
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第六回特別弔慰金国庫債券） 弔Ｆ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第七回特別弔慰金国庫債券） 弔Ｇ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第八回特別弔慰金国庫債券） 弔Ｈ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第九回特別弔慰金国庫債券) 弔Ｉ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十回特別弔慰金国庫債券) 弔Ｊ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十一回特別弔慰金国庫債券) 弔Ｋ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十二回特別弔慰金国庫債券) 弔Ｌ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第二回特別給付金国庫債券） 傷Ａ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第六回特別給付金国庫債券） 傷Ｂ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第八回特別給付金国庫債券） 傷Ｃ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第十一回特別給付金国庫債券） 傷Ｄ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第十二回特別給付金国庫債券） 傷Ｅ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第十三回特別給付金国庫債券） 傷Ｆ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第十五回特別給付金国庫債券） 傷Ｇ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第十八回特別給付金国庫債券） 傷Ｈ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第二十回特別給付金国庫債券） 傷Ｉ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第二十三回特別給付金国庫債券） 傷Ｊ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第二十五回特別給付金国庫債券） 傷Ｋ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第二十八回特別給付金国庫債券） 傷Ｌ

戦傷病者等の妻に対する特別給付金（第二十九回特別給付金国庫債券） 傷Ｍ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第三回特別給付金国庫債券） 親Ａ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第五回特別給付金国庫債券） 親Ｂ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第七回特別給付金国庫債券） 親Ｃ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第九回特別給付金国庫債券） 親Ｄ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第十四回特別給付金国庫債券） 親Ｅ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第十六回特別給付金国庫債券） 親Ｆ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第十九回特別給付金国庫債券） 親Ｇ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第二十一回特別給付金国庫債券) 親Ｈ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第二十四回特別給付金国庫債券) 親Ｉ

戦没者の父母等に対する特別給付金（第二十六回特別給付金国庫債券) 親Ｊ

(3) 通知書の種別
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区 分 記 号

裁定通知書 裁 定

裁定取消通知書 取 消

額改定通知書 改 定

額改定取消通知書 取 消

年額改定通知書 職 改

年額改定取消通知書 取 消

支給通知書 支 給

未支給年金等支給通知書 未 支

未支給年金等支給取消通知書 取 消

却下通知書 却 下

却下取消通知書 取 消

支給停止通知書 停 止

支給停止取消通知書 取 消

支給停止終了通知書 停 終

支給停止終了取消通知書 取 消

失権通知書 失 権

失権取消通知書 取 消

支給差止通知書 差 止

（証書等の再交付）

第３８ 厚生労働省及び裁定都道府県においては、受給者から証書、裁定通知

書、額改定通知書、支給通知書又は未支給年金等支給通知書に係る再交付申

請書の送付を受けたときは、次の手続をとること。

(1) 申請書の受付を行うこと。

(2) 申請書に不備がないかどうかを確かめ､ 不備があるときは必要な整備を

行うこと。

(3) 証書、裁定通知書、額改定通知書、支給通知書又は未支給年金等支給通

知書を申請者に対し再交付すること。

（様式）
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第３９ 法施行規則に定める様式の記載要領のほか、扶養親族減少届、障害程

度低下届、他の法令による給付の失権・額の改定に関する届、失権届・証書

返還不能届・未支給年金等請求書、支給停止事由・停止終了事由該当届、現

に他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいないことに

関する申立書、所在不明者所在判明届、遺族一時金請求書、遺族年金等の給

付に関する届、請求者受給者選定届、遺族一時金順位変更申請書、氏名等変

更届・証書等再交付申請書、支払方法に関する届（振込先口座申出書、現金

払申出書、外国送金申出書）、住所変更届・受領代理人に関する届は、次の様

式によるものとすること。

(1) 法施行規則に定める様式の記載要領（戦傷病者戦没者遺族等援護法関

係）

① 障害年金（障害一時金）請求書 記載要領 別紙第 １号

② 他の法令による給付に関する届（障害年金等） 記載要領

別紙第 ２号

③ 障害年金継続支給請求書 記載要領 別紙第 ３号

④ 障害年金額改定請求書(扶養親族の増加) 記載要領 別紙第 ４号

⑤ 障害年金額改定請求書(障害程度の増進) 記載要領 別紙第 ５号

⑥ 遺族年金・遺族給与金請求書 記載要領 別紙第 ６号

⑦ 遺族年金・遺族給与金選択申立書 記載要領 別紙第 ７号

⑧ 他の法令による給付に関する届（遺族年金等） 記載要領

別紙第 ８号

⑨ 請求者選定届 記載要領 別紙第 ９号

⑩ 遺族年金額・遺族給与金年額改定請求書 記載要領 別紙第１０号

⑪ 遺族年金・遺族給与金順位変更申請書 記載要領 別紙第１１号

⑫ 弔慰金請求書 記載要領 別紙第１２号

⑬ 先順位者がない旨の申立書 記載要領 別紙第１３号

⑭ 弔慰金順位変更申請書 記載要領 別紙第１４号

⑮ 遺族年金受給届出書 記載要領 別紙第１５号

(2) 法施行規則に定める様式の記載要領（旧軍人等の遺族に対する恩給等の

特例に関する法律関係）

① 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第２条

第１項の規定の適用があることの確認申請書 記載要領 別紙第１６号

(3) 法施行規則に定める様式の記載要領（特別給付金支給法等関係）

① 引揚者給付金・遺族給付金請求書 記載要領 別紙第１７号

② 遺族給付金順位変更請求書 記載要領 別紙第１８号

(4) 請求書、届出書等（戦傷病者戦没者遺族等援護法関係）

① 扶養親族減少届 様式第 １号

② 障害程度低下届 様式第 ２号
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③ 他の法令による給付の失権・額の改定に関する届 様式第 ３号

④ 失権届・証書返還不能届・未支給年金等請求書 様式第 ４号

⑤ 支給停止事由・停止終了事由該当届 様式第 ５号

⑥ 現に他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有す

る者がいないことに関する申立書 様式第 ６号

⑦ 所在不明者所在判明届 様式第 ７号

⑧ 遺族一時金請求書 様式第 ８号

⑨ 遺族年金等の給付に関する届 様式第 ９号

⑩ 請求者受給者選定届 様式第１０号

⑪ 遺族一時金順位変更申請書 様式第１１号

⑫ 氏名等変更届・証書等再交付申請書 様式第１２号

⑬ 支払方法に関する届（振込先口座申出書） 様式第１３号－１

支払方法に関する届（現金払申出書） 様式第１３号－２

支払方法に関する届（外国送金申出書） 様式第１３号－３

⑭ 住所変更届・受領代理人に関する届 様式第１４号

第４０ 証書、裁定通知書、額改定通知書、年額改定通知書、支給通知書、未

支給年金等支給通知書、却下通知書、支給停止通知書、支給停止終了通知書、

失権通知書、支給差止通知書、取消通知書、援護年金送金通知書及び戦傷病

者戦没者遺族等援護法等による裁定（進達）状況確認書は、次の様式による

ものとすること。

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法関係

① 障害年金証書 様式第１５号

② 遺族年金証書 様式第１６号

③ 遺族給与金証書 様式第１７号

④ 障害年金裁定通知書 様式第１８号

⑤ 障害一時金裁定通知書 様式第１９号

⑥ 遺族年金裁定通知書 様式第２０号

⑦ 遺族給与金裁定通知書 様式第２１号

⑧ 遺族一時金裁定通知書 様式第２２号

⑨ 弔慰金裁定通知書 様式第２３号

⑩ 障害年金額改定通知書 様式第２４号

⑪ 遺族年金額改定通知書 様式第２５号

⑫ 遺族給与金年額改定通知書 様式第２６号

⑬ 年額改定通知書 様式第２７号

⑭ 支給通知書 様式第２８号

⑮ 未支給年金等支給通知書 様式第２９号
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⑯ 却下通知書(請求） 様式第３０号

⑰ 却下通知書(申請） 様式第３１号

⑱ 支給停止通知書 様式第３２号

⑲ 支給停止終了通知書 様式第３３号

⑳ 失権通知書 様式第３４号

㉑ 支給差止通知書 様式第３５号

㉒ 取消通知書 様式第３６号

㉓ 援護年金送金通知書(年金) 様式第３７号

㉔ 援護年金送金通知書(歳出金) 様式第３８号

㉕ 援護年金支払通知書（日本公庫） 様式第３９号

㉖ 援護年金支払通知書（沖縄公庫） 様式第４０号

㉗ 戦傷病者戦没者遺族等援護法等による裁定（進達）状況確

認書 様式第４１号

(2) 特別給付金支給法等関係

① 裁定報告書 様式第４２号

② 裁定取消報告書 様式第４３号

③ 認定取消通知書(引揚者給付金) 様式第４４号

④ 認定取消通知書(遺族給付金) 様式第４５号

⑤ 却下取消通知書(引揚者給付金) 様式第４６号

⑥ 却下取消通知書(遺族給付金) 様式第４７号

⑦ 裁定取消通知書(戦傷病者妻特別給付金を除く) 様式第４８号

⑧ 裁定取消通知書(戦傷病者妻特別給付金) 様式第４９号

⑨ 却下取消通知書(戦傷病者妻特別給付金を除く) 様式第５０号

⑩ 却下取消通知書(戦傷病者妻特別給付金) 様式第５１号

第４１ 都道府県が送付すべき帳票等の様式は、次の様式によるものとするこ

と。

(1) 障害年金等請求書送付状 様式第５２号

(2) 遺族年金等請求書送付状 様式第５３号

(3) 送付状 様式第５４号

(4) 送付連名簿 様式第５５号

附 則
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１ この要領は、令和７年４月１日から施行するものとする。

２ 令和７年３月３１日以前に発生した事案の処理については、なお従前の例

によるものとする。



別紙第１号

障害年金（障害一時金）請求書 記載要領

１ 〔戦傷病者〕について

(1) 「氏名」

戸籍を見て正確に記載してください。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

(2) 「身分」

軍人、軍属、準軍属の別を記載して下さい。更に具体的に記載できるときは、

「軍属(満鉄軍属)」のように記載して下さい。

(3) 「陸海の別」

戦傷病者が受傷り病した当時所属していたもとの陸軍又は海軍のいずれか該

当する方を〇で囲んで下さい。準軍属であった場合は記載する必要がありませ

ん。

(4) 「障害一時金の選択」

障害の程度が第1款症から第5款症までに該当する場合において、障害年金の

かわりに障害一時金を選択するか否か、該当する方を〇で囲んで下さい。

(5) 「退職当時の本籍」

戦傷病者が軍人軍属であった場合は、退職当時の本籍地を記載して下さい。

準軍属であった場合は記載する必要がありません。

(6) 「住所」

請求者に裁定通知書等を郵送しますので、正確に記載して下さい。郵便番号、

電話番号も必ず記載して下さい。

２ 〔障害年金等の受領者〕について

該当する項目を〇で囲んで下さい。

相 続 人 請求者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第16条の規定に基づく

相続人である場合

成年後見人等 受給者が成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契

約における本人であって、これらの者の代わりにそれぞれ成

年後見人、保佐人、補助人又は任意後見契約における任意後

見人が代わって受領するとき

継 続 代 理 人 受給者が外国に居住していて、日本国内に居住している代理

人による受領を希望するとき

「相続人」の項目に○をつけた場合は［相続人］の欄にも所要事項を記載し

て下さい。

「成年後見人等」又は「継続代理人」の項目に〇をつけた場合は、この請求

書に添付する「住所変更届・受領代理人に関する届」に必ず所要事項を記載し

て下さい。

３ 〔他法給付の有無〕について

戦傷病者がこの請求書に係る障害と同一の障害に関し他の法令による障害年金

相当の給付を受けることができるかどうか該当する方を〇で囲んで下さい。

「有」に〇をつけられた方は必ず「他の法令による給付に関する届」をこの請

求書に添付して下さい。

４ 〔扶養親族〕について

戦傷病者に戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項の扶養親族がいる場合に記

載して下さい。

５ 〔相続人〕について

請求者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第16条の規定に基づく相続人である場合
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に記載して下さい。記載要領は〔戦傷病者〕に準じます。

この場合において、〔戦傷病者〕記載欄の「生年月日」の横の※の欄に「死亡

年月日」と項目名を記載の上、戦傷病者の死亡年月日を記載して下さい。

また、死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸

籍抄本又は市区町村長の証明書を必ず添付して下さい。
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別紙第２号

他の法令による給付に関する届（障害年金等） 記載要領

１ 〔他の法令による給付の種別〕について

該当する項目の番号を〇で囲んで下さい。

２ 〔裁定年月日〕、〔証書の記号番号〕について

既に裁定を受けている場合には、証書を見るなどして正確に記載して下さい。

３ 〔給付の額〕について

○〇〇円／年又は〇〇〇円／月のように記載して下さい。
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別紙第３号

障害年金継続支給請求書 記載要領

１ 〔障害年金証書の記号番号〕、〔障害年金の支給の期限〕について

証書を見て正確に記載して下さい。

２ 〔戦傷病者〕について

(1) 「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

(2) 「障害の現状」

できるだけ具体的に記載して下さい。

(3) 「住所」

請求者に裁定通知書等を郵送しますので、正確に記載して下さい。郵便番号、

電話番号も必ず記載して下さい。

３ 〔障害年金等の受領者〕について

該当する項目を〇で囲んで下さい。

相 続 人 請求者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第16条の規定に基づく相

続人である場合

成年後見人等 受給者が成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契約

における本人であって、これらの者の代わりにそれぞれ成年後

見人、保佐人、補助人又は任意後見契約における任意後見人が

代わって受領するとき

継 続 代 理 人 受給者が外国に居住していて、日本国内に居住している代理人

による受領を希望するとき

「相続人」の項目に○をつけた場合は［相続人］の欄にも所要事項を記載し

て下さい。

「成年後見人等」又は「継続代理人」の項目に〇をつけた場合は、この請求

書に添付する「住所変更届・受領代理人に関する届」に必ず所要事項を記載し

て下さい。

４ 〔他法給付の有無〕について

戦傷病者がこの請求書に係る障害と同一の障害に関し、他の法令による障害年

金相当の給付を受けることができるかどうか該当する方を〇で囲んで下さい。

「有」に〇をつけられた方は必ず「他の法令による給付に関する届」をこの請

求書に添付して下さい。

５ 〔扶養親族〕について

戦傷病者に戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項の扶養親族がいる場合に記

載して下さい。

６ 〔相続人〕について

請求者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第16条の規定に基づく相続人である場合

に記載して下さい。記載要領は〔戦傷病者〕に準じます。

この場合において、〔戦傷病者〕記載欄の「生年月日」の横の※の欄に「死亡

年月日」と項目名を記載の上、戦傷病者の死亡年月日を記載して下さい。

また、死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸

籍抄本又は市区町村長の証明書を必ず添付して下さい。
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別紙第４号

障害年金額改定請求書(扶養親族の増加) 記載要領

１ 〔障害年金証書の記号番号〕について

証書を見て正確に記載して下さい。

２ 〔戦傷病者〕について

(1) 「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

(2) 「住所」

請求者に額改定通知書等を郵送しますので、正確に記載して下さい。郵便番

号、電話番号も必ず記載して下さい。

３ 〔新たに加給の原因となる扶養親族〕について

「新たに加給すべき理由及び時期」をできるだけ具体的に記載して下さい。

４ 〔相続人〕について

請求者が相続人である場合に記載して下さい。記載要領は〔戦傷病者〕に準じ

ます。

この場合において、〔戦傷病者〕記載欄の「生年月日」の横の※の欄に「死亡

年月日」と項目名を記載の上、戦傷病者の死亡年月日を記載して下さい。

(注) 障害の程度が第2款症から第5款症までの障害年金受給者については、妻以外の

扶養親族は加給の対象となりません。
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別紙第５号

障害年金額改定請求書(障害程度の増進) 記載要領

１ 〔障害年金証書の記号番号〕について

証書を見て正確に記載して下さい。

２ 〔戦傷病者〕について

(1) 「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

(2) 「障害の程度、増進の状態」

できるだけ具体的に記載して下さい。

(3) 「住所」

請求者に額改定通知書等を郵送しますので、正確に記載して下さい。郵便番

号、電話番号も必ず記載して下さい。

３ 〔障害年金等の受領者〕について

該当する項目を〇で囲んで下さい。

成年後見人等 受給者が成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契約

における本人であって、これらの者の代わりにそれぞれ成年後

見人、保佐人、補助人又は任意後見契約における任意後見人が

代わって受領するとき

継 続 代 理 人 受給者が外国に居住していて、日本国内に居住している代理人

による受領を希望するとき

「成年後見人等」又は「継続代理人」の項目に〇をつけた場合は、この請求

書に添付する「住所変更届・受領代理人に関する届」に必ず所要事項を記載し

て下さい。

４ 〔他法給付の有無〕について

戦傷病者がこの請求書に係る障害と同一の障害に関し、他の法令による障害年

金相当の給付を受けることができるかどうか該当する方を〇で囲んで下さい。
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別紙第６号

遺族年金・遺族給与金請求書 記載要領

１ 標題及び末尾の文中「遺族年金」､「遺族給与金」のうち該当する方を○で囲んで

下さい。

参考

軍人、軍属の場合・・・遺族年金

準軍属の場合・・・・・遺族給与金

２ 〔死亡した者〕について

(1) 「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

(2) 「身分」

軍人、軍属、準軍属の別を記載して下さい。更に具体的に記載できるときは、

「軍属（満鉄軍属）」のように記載して下さい。

(3) 「陸海の別」

死亡した者が受傷り病した当時所属していたもとの陸軍又は海軍のいずれか

該当する方を○で囲んで下さい。準軍属であつた場合は記載する必要がありま

せん。

(4) 「他法給付の有無」

イ 死亡した者の死亡に関し、他の法令による遺族年金等相当の給付の受給権者

が有るかどうか該当する方を○で囲んで下さい。

ロ 「有」に○をつけた方は必ず「他の法令による給付に関する届」をこの請求

書に添付して下さい。

(5) 「除籍時の本籍、傷病発生当時の勤務先」

次の区分に従い、該当する方を○で囲んだ上記載して下さい。

イ 軍人、軍属及び準軍属のうち戦闘参加者、満洲における動員学徒、満洲開拓

青年義勇隊員、特別未帰還者、内地勤務の陸海軍雇よう人又は防空監視隊員等

の場合は、除籍されたときの本籍地。

ロ 準軍属のうち徴用工、内地における動員学徒、国民勤労報国隊員又は国民義

勇隊員である場合は、戦没者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時

その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の名称及び所在地。

３ 〔遺族（一）〕について

(1) 被選定人請求の場合は、この欄を被選定人に用いて下さい。

(2) 「被選定人であるかないかの別」

該当する方を○で囲んで下さい。

(3) 「住所」

請求者に裁定通知書等を郵送しますので、正確に記載して下さい。郵便番号、

電話番号も必ず記載して下さい。

(4) 「遺族年金等の受領者」

該当する項目を○で囲んで下さい。

相 続 人 請求者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第33条の規定に基づく相続

人である場合

親 権 者 等 受給者が未成年者であって、未成年者のために親権を行う方、又

は未成年後見人が代わって受領するとき

成年後見人等 受給者が成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契約に

おける本人であって、これらの者の代わりにそれぞれ成年後見人、

保佐人、補助人又は任意後見契約における任意後見人が代わって
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受領するとき

継 続 代 理 人 受給者が外国に居住していて、日本国内に居住している代理人に

よる受領を希望するとき

「相続人」の項目に○をつけた場合は〔相続人〕の欄にも所要事項を記載し

て下さい。

「成年後見人等」又は「継続代理人」の項目に〇をつけた場合は、この請求

書に添付する「住所変更届・受領代理人に関する届」に必ず所要事項を記載し

て下さい。

４ 〔遺族（二）〕について

３の(3)、(4)に準じて下さい。

５ 〔相続人〕について

請求者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第33条の規定に基づく相続人である場合に

記載して下さい。記載要領は〔遺族〕に準じます。

この場合において､「遺族」記載欄の「生年月日」の横の※の欄に「死亡年月日」

と項目名を記載の上、遺族の死亡年月日を記載して下さい。

また、死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍

抄本又は市区町村長の証明書を必ず添付して下さい。
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別紙第７号

遺族年金・遺族給与金選択申立書 記載要領

１ 標題及び末尾の文中「遺族年金」、「遺族給与金」のうち該当する方を〇で囲ん

で下さい。

２ 〔死亡した者〕について

申立者が受給権を有する遺族年金又は遺族給与金に係る死亡した者に関し、所

要事項を正確に記載して下さい。

３ 末尾の文中の空所に申立者が選択する遺族年金又は遺族給与金に係る死亡した者

の氏名を記載して下さい。

- 36 -



別紙第８号

他の法令による給付に関する届（遺族年金等） 記載要領

１ 〔他の法令による給付の種別〕について

該当する項目の番号を〇で囲んで下さい。

項目１から６に該当しない場合は、「７その他（ ）」に、現在受給中の年

金の種類を全て記載して下さい。

２ 〔裁定年月日〕、〔証書の記号番号〕について

既に裁定されている場合には、証書を見るなどして正確に記載して下さい。

３ 〔給付の額〕について

○〇〇円／年又は〇〇〇円／月のように記載して下さい。

- 37 -



別紙第９号

請求者選定届 記載要領

１ 「氏名」の欄(標題の下)には、被選定人の氏名を記載して下さい。

２ 「遺族年金」、「遺族給与金」のうち該当する方を〇で囲んで下さい。

３ 「住所、氏名」の欄(年月日の下)には、被選定人により遺族年金又は遺族給与金

を請求しようとする者全員(被選定人自身を含みます。)の住所、氏名を記載して下

さい。
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別紙第10号

遺族年金額・遺族給与金年額改定請求書 記載要領

１ 標題中「遺族年金額」、「遺族給与金年額」のいずれか該当する方及び末尾の文

中「遺族年金の額」、「遺族給与金年額」のいずれか該当する方を〇で囲んで下さ

い。

２ 〔遺族年金等の額の改定を請求する理由〕について

該当する項目の番号を〇で囲んだ上所要事項を記載して下さい。

３ 〔遺族年金証書(遺族給与金証書)の記号番号〕について

証書を見て正確に記載して下さい。

４ 〔死亡した者〕について

「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

５ 〔遺族〕について

「住所」

請求者に額改定通知書等を郵送しますので、正確に記載して下さい。郵便番号、

電話番号も必ず記載して下さい。

６ 〔相続人〕について

請求者が遺族の相続人である場合に記載して下さい。記載要領は〔遺族〕に準

じます。

この場合において、〔遺族〕記載欄の「生年月日」の横の※の欄に「死亡年月

日」と項目名を記載の上、遺族の死亡年月日を記載して下さい。
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別紙第11号

遺族年金・遺族給与金順位変更申請書 記載要領

１ 〔遺族年金証書(遺族給与金証書)の記号番号〕について

既に、遺族年金又は遺族給与金(以下「遺族年金等」という。)の裁定を受けて

いる場合には、証書を見て正確に記載して下さい。

２ 〔死亡した者〕について

「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

３ 〔申請者〕について

「住所」

申請者に額改定通知書等を郵送しますので、正確に記載して下さい。郵便番号、

電話番号も必ず記載して下さい。

４ 〔所在不明者〕について

(1) 「続柄」

死亡した者との続柄を記載して下さい。

(2) 「所在不明の理由及びその期間」

できるだけ具体的に記載して下さい。

(3) 「所在不明者が受けていた遺族年金証書(遺族給与金証書)の記号番号」

所在不明者が既に遺族年金等の裁定を受けている場合には、証書を見るなど

して正確に記載して下さい。

５ 〔申請者の同順位者〕について

「遺族年金証書(遺族給与金証書)の記号番号」

既に遺族年金等の裁定を受けている場合には、証書を見て正確に記載して下さ

い。
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別紙第12号

弔慰金請求書 記載要領

１ 〔死亡した者〕について

(1) 「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

(2) 「身分」

軍人、軍属、準軍属の別を記載して下さい。更に具体的に記載できるときは、

「軍属(満鉄軍属)」のように記載して下さい。

(3) 「陸海の別」

死亡した者が受傷り病した当時所属していたもとの陸軍又は海軍のいずれか

該当する方を〇で囲んで下さい。準軍属であった場合は記載する必要がありま

せん。

(4) 「除籍時の本籍、傷病発生当時の勤務先」

次の区分に従い、該当する方を〇で囲んだ上記載して下さい。

イ 軍人、軍属及び準軍属のうち戦闘参加者、満洲における動員学徒、満洲開拓

青年義勇隊員、特別未帰還者、内地勤務の陸海軍雇よう人又は防空監視隊員等

の場合は、除籍されたときの本籍地。

ロ 準軍属のうち徴用工、内地における動員学徒、国民勤労報国隊員又は国民義

勇隊員である場合は、戦没者の死亡の原因となった負傷又は疾病の生じた当時

その者が配置され、又は出勤していた工場、事業場等の名称及び所在地。

２ 〔遺族〕について

「住所」

請求者に裁定通知書等を郵送しますので、正確に記載して下さい。郵便番号、

電話番号も必ず記載して下さい。

３ 〔相続人〕について

請求者が戦傷病者戦没者遺族等援護法第39条の規定に基づく相続人である場合

に記載して下さい。記載要領は〔遺族〕に準じます。

この場合において、〔遺族〕記載欄の「生年月日」の横の※の欄に「死亡年月

日」と項目名を記載の上、遺族の死亡年月日を記載して下さい。

また、死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸

籍抄本又は市区町村長の証明書を必ず添付して下さい。

４ 〔代理人〕について

請求者が次のいずれかに該当する場合のみ記載してください。

(1) 未成年者のために親権を行う方、又は未成年後見人が代わって請求するとき

(1親権者等)

(2) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契約における本人のためにそ

れぞれ成年後見人、保佐人、補助人又は任意後見契約における任意後見人が代

わって請求するとき(2成年後見人等)

(3) 国外に居住しているために国債の償還金等の受領を国内居住者に委任したとき

(3代理人)

５ 〔国債受領希望取扱店名〕

国債の受領を市区町村長等に委任したときは、記載しないで下さい。

６ 〔元利金支払場所〕について

国債の元利金を受け取る場所として郵便局を希望する場合はその局名を、銀行

を希望する場合は日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店のうち希望する

一つの店名を記載して下さい。

- 41 -



別紙第13号

先順位者がない旨の申立書 記載要領

１ 弔慰金請求の場合

〔死亡した者の遺族〕について

死亡した者の遺族について、弔慰金の受給権が発生した当時における配偶者、

子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者以外の三親等内親族、事実上の父

母の順番としたときに、自分より先の順位となる全ての者について、所要事項を

記載して下さい。

ただし、申立者が以下に該当する場合は、それぞれに掲げる者についても所要

事項を記載して下さい。

遺族外養子となった子 ― 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

遺族外養子となった孫 ― 孫、祖父母、兄弟姉妹

遺族外の者と改氏再婚又は遺族 ― 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉

妹以外の養子となった配偶者

２ 遺族一時金請求の場合

〔死亡した者の遺族〕について

死亡した者の遺族について、遺族一時金の受給権が発生した当時における配偶

者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、事実上の父母の順番とし

たときに、自分より先の順位となる全ての者について、所要事項を記載して下さ

い。
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別紙第14号

弔慰金順位変更申請書 記載要領

１ 〔死亡した者〕について

「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

２ 〔申請者〕について

「住所」

正確に記載して下さい。郵便番号、電話番号も必ず記載して下さい。

３ 〔生死不明者〕について

(1) 「続柄」

死亡した者との続柄を記載して下さい。

(2) 「生死不明の理由及びその期間」

できるだけ具体的に記載して下さい。
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別紙第15号

遺族年金受給届出書 記載要領

１ 〔死亡した者〕について

「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

２ 〔届出者の受ける遺族年金の支給事由と同一の事由により公務扶助料を受ける権

利を有する者〕について

(1) 「続柄」

死亡した者との続柄を記載して下さい。

(2) 「扶助料証書の記号番号」

証書を見て正確に記載して下さい。

３ 届出者の住所、氏名は正確に記載して下さい。
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別紙第16号

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第２条第１項の

規定の適用があることの確認申請書 記載要領

１ 〔死亡した者〕について

(1) 「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

(2) 「身分」

軍人、準軍人の別を記載して下さい。

(3) 「陸海の別」

戦没者が受傷り病した当時所属していたもとの陸軍又は海軍のいずれか該当す

る方を○で囲んで下さい。

２ 〔遺族〕について

「住所」

正確に記載して下さい。郵便番号、電話番号も必ず記載して下さい。

３ 〔相続人〕について

申請者が相続人である場合に記載して下さい。記載要領は〔遺族〕に準じます。

この場合において、〔遺族〕記載欄の「生年月日」の横の※の欄に「死亡年月

日」と項目名を記載の上、遺族の死亡年月日を記載して下さい。

４ 〔弔慰金裁定通知書の記号番号〕について

弔慰金裁定通知書を見て正確に記載して下さい。
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別紙第17号

引揚者給付金・遺族給付金請求書 記載要領

１ 標題及び末尾の文中「引揚者給付金」、「遺族給付金」のうち該当する方を〇で

囲んで下さい。

２ 〔引揚者又は死亡した者〕について

(1) 引揚者給付金を請求する場合は、引揚者の「氏名」、「性別」、「生年月日」、

「引揚年月日」、「終戦前6か月間の住所」、「法第5条第2項該当・非該当の

別」「本籍地」及び「住所」を、遺族給付金を請求する場合は、死亡した者の

「氏名」、「性別」、「生年月日」、「死亡年月日」、「終戦前6か月間の住

所」、「死亡の場所」及び「本籍地」をそれぞれ記載して下さい。

(2) 「氏名」戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

(3) 「法第5条第2項該当・非該当の別」

法第5条第2項に規定する者に該当するかどうか〇で囲んで下さい。

(4) 「本籍地」

引揚者給付金を請求する場合は、昭和20年8月15日における本籍地を、遺族給

付金を請求する場合は、除籍された当時の本籍地(死亡時における本籍地が樺太、

千島、擇捉島、国後島、歯舞群島又は色丹島にあった死亡者で除籍されていな

い者にあっては、死亡時の本籍地)を記載して下さい。

(5) 「住所」

正確に記載して下さい。郵便番号、電話番号も必ず記載して下さい。

３ 〔譲受人又は遺族〕について

(1) 引揚者給付金を受ける権利を譲り受けた者又は、遺族給付金を請求する遺族に

ついて所要事項を記載して下さい。

(2) 「住所」

正確に記載して下さい。郵便番号、電話番号も必ず記載して下さい。

４ 〔相続人〕について

請求者が引揚者給付金等支給法第7条又は第13条の規定に基づく相続人である場合

に記載して下さい。記載要領は〔譲受人又は遺族〕に準じます。

この場合において、〔引揚者又は死亡した者〕の「死亡年月日」の欄又は〔譲受

人又は遺族〕の「生年月日」の横の※の欄(「死亡年月日」と項目名を記載して下さ

い。)に、引揚者又は遺族の死亡年月日を記載して下さい。

５ 〔代理人〕について

請求者が次のいずれかに該当する場合のみ記載して下さい。

(1) 未成年者のために親権を行う方、又は未成年後見人が代わって請求するとき

(1親権者等)

(2) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契約における本人のためにそ

れぞれ成年後見人、保佐人、補助人又は任意後見契約における任意後見人が代

わって請求するとき(2成年後見人等)

(3) 国外に居住しているために国債の償還金等の受領を国内居住者に委任したとき

(3代理人)

６ 〔国債受領希望取扱店名〕について

国債の受領を市区町村長等に委任したときは、記載しないで下さい。

７ 〔元利金支払場所〕について

国債の元利金を受け取る場所として郵便局を希望する場合はその局名を、銀行を

希望する場合は日本銀行の本店、支店、代理店又は、国債代理店のうち希望する一

つの店名を記載して下さい。
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別紙第18号

遺族給付金順位変更請求書 記載要領

１ 〔死亡した者〕について

「氏名」

戸籍を見て正確に記載して下さい。「フリガナ」は必ずつけて下さい。

２ 〔請求者〕について

「住所」

正確に記載して下さい。郵便番号、電話番号も必ず記載して下さい。

３ 〔生死不明者〕について

(1) 「続柄」

死亡した者との続柄を記載して下さい。

(2) 「生死不明の事情及びその期間」

できるだけ具体的に記載して下さい。
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